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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アノードガス及びカソードガスを燃料電池に供給して発電させる燃料電池システムであ
って、
　前記燃料電池システムの運転状態に応じて、前記燃料電池からの電流取り出しを停止す
るアイドルストップ部と、
　前記燃料電池システムの運転状態に応じて、前記燃料電池からの電流取り出しを再開す
るアイドルストップ復帰部と、
を備え、
　前記アイドルストップ復帰部は、
　アイドルストップからの復帰前の前記燃料電池の出力電圧が高いときほど、アイドルス
トップ復帰後に前記燃料電池から取り出す電流を制限する、
燃料電池システム。
【請求項２】
　前記アイドルストップ復帰部は、
　アイドルストップからの復帰前の前記燃料電池の出力電圧が高いときほど、前記燃料電
池から取り出す電流を小さくする、
請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項３】
　前記アイドルストップ復帰部は、
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　アイドルストップからの復帰前の前記燃料電池の出力電圧が高いときほど、前記燃料電
池から取り出す電流が小さくなるように設定された電流取り出しプロファイルに従って、
前記燃料電池から取り出す電流を制限する、
請求項１に記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記アイドルストップ復帰部は、
　前記燃料電池の出力電圧が、前記燃料電池の電力によって駆動される車両走行用モータ
の最低動作電圧を下回らないように、前記燃料電池から取り出す電流を制限する、
請求項１から請求項３までのいずれか１つに記載の燃料電池システム。
【請求項５】
　前記アイドルストップ復帰部は、
　アイドルストップからの復帰前の前記燃料電池の出力電圧を、アイドルストップ中にカ
ソードガスの供給を停止してからの経過時間に基づいて推定する、
請求項１から請求項４までのいずれか１つに記載の燃料電池システム。
【請求項６】
　前記アイドルストップ復帰部は、
　推定した前記燃料電池の出力電圧を、その燃料電池の温度に応じて補正する、
請求項５に記載の燃料電池システム。
【請求項７】
　前記アイドルストップ復帰部は、
　推定した前記燃料電池の出力電圧を、その燃料電池の湿潤度に応じて補正する、
請求項５に記載の燃料電池システム。
【請求項８】
　前記燃料電池システムは、複数枚の燃料電池で構成された燃料電池スタックを備え、
　前記アイドルストップ復帰部は、
　前記燃料電池スタックを構成する燃料電池のうち、最も高い出力電圧を示す燃料電池の
電圧に基づいて、前記燃料電池から取り出す電流を制限する、
請求項１から請求項７までのいずれか１つに記載の燃料電池システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は燃料電池システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＪＰ２００４－１７２０２８Ａには、従来の燃料電池システムとして、アイドルストッ
プ中の燃料電池スタックの出力電圧を高電位に維持するものが開示されている。
【発明の概要】
【０００３】
　しかしながら、アイドルストップ中の燃料電池スタックの出力電圧を高電位に維持する
と、アイドルストップからの復帰時に、過渡的に出力電圧が低下するという問題が生じる
ことがわかった。
【０００４】
　本発明はこのような問題点に着目してなされたものであり、アイドルストップからの復
帰時における出力電圧の低下を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のある態様によれば、アノードガス及びカソードガスを燃料電池に供給して発電
させる燃料電池システムが提供される。燃料電池システムは、燃料電池システムの運転状
態に応じて燃料電池からの電流取り出しを停止するアイドルストップ部と、燃料電池シス
テムの運転状態に応じて燃料電池からの電流取り出しを再開するアイドルストップ復帰部
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と、を備える。アイドルストップ復帰部は、アイドルストップからの復帰前の燃料電池の
出力電圧に基づいて、アイドルストップ復帰後に燃料電池から取り出す電流を制限する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態による燃料電池システムの概略図である。
【図２】図２は、アイドルストップ中における燃料電池スタック内のカソード側の酸素濃
度と、セル電圧と、の関係を示した図である。
【図３】図３は、アイドルストップからの復帰時に燃料電池スタックから所定の電力を取
り出したときの出力電圧の降下度合いを、復帰直前の燃料電池スタックの出力電圧に応じ
て比較した図である。
【図４】図４は、本発明の第１実施形態によるアイドルストップ制御について説明するフ
ローチャートである。
【図５】図５は、本発明の第１実施形態によるＩＳ処理について説明するフローチャート
である。
【図６】図６は、本発明の第１実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフローチャ
ートである。
【図７】図７は、燃料電池スタックの出力電圧に基づいて、最大取出可能電流を算出する
テーブルである。
【図８】図８は、本発明の第２実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフローチャ
ートである。
【図９】図９は、アイドルストップからの復帰後の過渡時における電流取り出しプロファ
イルを示す図である。
【図１０】図１０は、本発明の第３実施形態によるＩＳ処理について説明するフローチャ
ートである。
【図１１】図１１は、本発明の第３実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフロー
チャートである。
【図１２】図１２は、ＩＳ時間に基づいて、燃料電池スタックの出力電圧を推定するテー
ブルである。
【図１３】図１３は、燃料電池の電解質膜の温度と、アイドルストップ中の出力電圧の降
下速度と、の関係を示した図である。
【図１４】図１４は、本発明の第４実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフロー
チャートである。
【図１５】図１５は、燃料電池の電解質膜の含水率と、アイドルストップ中の出力電圧の
降下速度と、の関係を示した図である。
【図１６】図１６は、本発明の第５実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面等を参照して本発明の各実施形態について説明する。
【０００８】
　（第１実施形態）
　燃料電池は電解質膜をアノード電極（燃料極）とカソード電極（酸化剤極）とによって
挟み、アノード電極に水素を含有するアノードガス（燃料ガス）、カソード電極に酸素を
含有するカソードガス（酸化剤ガス）を供給することによって発電する。アノード電極及
びカソード電極の両電極において進行する電極反応は以下の通りである。
【０００９】
　　　アノード電極　：　　２Ｈ2 →４Ｈ+ ＋４ｅ- 　　　　…(１)
　　　カソード電極　：　　４Ｈ+ ＋４ｅ- ＋Ｏ2 →２Ｈ2Ｏ　　　…(２)
【００１０】
　この（１）（２）の電極反応によって燃料電池は１ボルト程度の起電力を生じる。
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【００１１】
　このような燃料電池を自動車用動力源として使用する場合には、要求される電力が大き
いため、数百枚の燃料電池を積層した燃料電池スタックとして使用する。そして、燃料電
池スタックにアノードガス及びカソードガスを供給する燃料電池システムを構成して、車
両駆動用の電力を取り出す。
【００１２】
　図１は、本実施形態による燃料電池システム１００の概略図である。
【００１３】
　燃料電池システム１００は、燃料電池スタック１と、アノードガス給排装置２と、カソ
ードガス給排装置３と、スタック冷却装置４と、電力系５と、コントローラ６と、を備え
る。
【００１４】
　燃料電池スタック１は、数百枚の燃料電池を積層したものであり、アノードガス及びカ
ソードガスの供給を受けて、車両の駆動に必要な電力を発電する。燃料電池スタック１は
、電力を取り出す端子として、アノード電極側出力端子１１と、カソード電極側出力端子
１２と、を備える。
【００１５】
　アノードガス給排装置２は、高圧タンク２１と、アノードガス供給通路２２と、アノー
ド調圧弁２３と、アノードガス排出通路２４と、アノードガス還流通路２５と、リサイク
ルコンプレッサ２６と、排出弁２７と、を備える。
【００１６】
　高圧タンク２１は、燃料電池スタック１に供給するアノードガスを高圧状態に保って貯
蔵する。
【００１７】
　アノードガス供給通路２２は、燃料電池スタック１に供給するアノードガスが流れる通
路であって、一端が高圧タンク２１に接続され、他端が燃料電池スタック１のアノードガ
ス入口孔に接続される。
【００１８】
　アノード調圧弁２３は、アノードガス供給通路２２に設けられる。アノード調圧弁２３
は、コントローラ６によって開閉制御され、高圧タンク２１からアノードガス供給通路２
２に流れ出したアノードガスの圧力を所望の圧力に調節する。
【００１９】
　アノードガス排出通路２４は、燃料電池スタック１から排出されたアノードオフガスが
流れる通路であって、一端が燃料電池スタック１１のアノードガス出口孔に接続され、他
端が開口端となっている。アノードオフガスは、電極反応で使用されなかった余剰のアノ
ードガスと、カソード側からリークしてきた窒素などの不活性ガスと、の混合ガスである
。
【００２０】
　アノードガス還流通路２５は、アノードガス排出通路２４に排出されたアノードオフガ
スを、アノードガス供給通路２２に戻すための通路である。アノードガス還流通路２５は
、一端が排出弁２７よりも上流側のアノードガス排出通路２４に接続され、他端がアノー
ド調圧弁２３よりも下流側のアノードガス供給通路２２に接続される。
【００２１】
　リサイクルコンプレッサ２６は、アノードガス還流通路２５に設けられる。リサイクル
コンプレッサ２６は、アノードガス排出通路２４に排出されたアノードオフガスを、アノ
ードガス供給通路２２に戻す。
【００２２】
　排出弁２７は、アノードガス排出通路２４とアノードガス還流通路２５との接続部より
も下流側のアノードガス排出通路２４に設けられる。排出弁２７は、コントローラ６によ
って開閉制御され、アノードオフガスや凝縮水を燃料電池システム１００の外部へ排出す
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る。
【００２３】
　カソードガス給排装置３は、カソードガス供給通路３１と、カソードガス排出通路３２
と、フィルタ３３と、カソードコンプレッサ３４と、エアフローセンサ３５と、水分回収
装置（Water Recovery Device；以下「ＷＲＤ」という。）３６と、カソード調圧弁３７
と、を備える。
【００２４】
　カソードガス供給通路３１は、燃料電池スタック１に供給するカソードガスが流れる通
路である。カソードガス供給通路３１は、一端がフィルタ３３に接続され、他端が燃料電
池スタック１のカソードガス入口孔に接続される。
【００２５】
　カソードガス排出通路３２は、燃料電池スタック１から排出されるカソードオフガスが
流れる通路である。カソードガス排出通路３２は、一端が燃料電池スタック１のカソード
ガス出口孔に接続され、他端が開口端となっている。カソードオフガスは、カソードガス
と、電極反応によって生じた水蒸気と、の混合ガスである。
【００２６】
　フィルタ３３は、カソードガス供給通路３１に取り込むカソードガス中の異物を取り除
く。
【００２７】
　カソードコンプレッサ３４は、カソードガス供給通路３１に設けられる。カソードコン
プレッサ３４は、フィルタ３３を介してカソードガスとしての空気（外気）をカソードガ
ス供給通路３１に取り込み、燃料電池スタック１に供給する。
【００２８】
　エアフローセンサ３５は、カソードコンプレッサ３４よりも下流のカソードガス供給通
路３１に設けられる。エアフローセンサ３５は、カソードガス供給通路３１を流れるカソ
ードガスの流量を検出する。
【００２９】
　ＷＲＤ３６は、カソードガス供給通路３１及びカソードガス排出通路３２のそれぞれに
接続されて、カソードガス排出通路３２を流れるカソードオフガス中の水分を回収し、そ
の回収した水分でカソードガス供給通路３１を流れるカソードガスを加湿する。
【００３０】
　カソード調圧弁３７は、ＷＲＤ３６よりも下流のカソードガス排出通路３２に設けられ
る。カソード調圧弁３７は、コントローラ５によって開閉制御され、燃料電池スタック１
に供給されるカソードガスの圧力を所望の圧力に調節する。
【００３１】
　スタック冷却装置４は、燃料電池スタック１を冷却し、燃料電池スタック１を発電に適
した温度に保つ装置である。スタック冷却装置４は、冷却水循環通路４１と、ラジエータ
４２と、バイパス通路４３と、三方弁４４と、循環ポンプ４５と、入口水温センサ４６と
、出口水温センサ４７と、を備える。
【００３２】
　冷却水循環通路４１は、燃料電池スタック１を冷却するための冷却水が循環する通路で
ある。
【００３３】
　ラジエータ４２は、冷却水循環通路４１に設けられる。ラジエータ４２は、燃料電池ス
タック１から排出された冷却水を冷却する。
【００３４】
　バイパス通路４３は、ラジエータ４２をバイパスさせて冷却水を循環させることができ
るように、一端が冷却水循環通路４１に接続され、他端が三方弁４４に接続される。
【００３５】
　三方弁４４は、ラジエータ４２よりも下流側の冷却水循環通路４１に設けられる。三方
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弁４４は、冷却水の温度に応じて冷却水の循環経路を切り替える。具体的には、冷却水の
温度が相対的に高いときは、燃料電池スタック１から排出された冷却水が、ラジエータ４
２を介して再び燃料電池スタック１に供給されるように冷却水の循環経路を切り替える。
逆に、冷却水の温度が相対的に低いときは、燃料電池スタック１から排出された冷却水か
ら排出された冷却水が、ラジエータ４２を介さずにバイパス通路４３を流れて再び燃料電
池スタック１に供給されるように冷却水の循環経路を切り替える。
【００３６】
　循環ポンプ４５は、三方弁４４よりも下流側の冷却水循環通路４１に設けられて、冷却
水を循環させる。
【００３７】
　入口水温センサ４６は、燃料電池スタック１の冷却水入口孔近傍の冷却水循環通路４１
に設けられる。入口水温センサ４７は、燃料電池スタック１に流入する冷却水の温度（以
下「入口水温」という。）を検出する。
【００３８】
　出口水温センサ４７は、燃料電池スタック１の冷却水出口孔近傍の冷却水循環通路４１
に設けられる。出口水温センサ４７は、燃料電池スタック１から排出された冷却水の温度
（以下「出口水温」という。）を検出する。
【００３９】
　電力系５は、電流センサ５１と、電圧センサ５２と、駆動モータ５３と、インバータ５
４と、バッテリ５５と、ＤＣ／ＤＣコンバータ５６と、ジャンクションボックス５７と、
を備える。
【００４０】
　電流センサ５１は、燃料電池スタック１から取り出される電流（以下「出力電流」とい
う。）を検出する。
【００４１】
　電圧センサ５２は、アノード電極側出力端子１１とカソード電極側出力端子１２の間の
端子間電圧（以下「出力電圧」という。）を検出する。
【００４２】
　駆動モータ５３は、ロータに永久磁石を埋設し、ステータにステータコイルを巻き付け
た三相交流同期モータである。駆動モータ５３は、燃料電池スタック１及びバッテリ５５
から電力の供給を受けて回転駆動する電動機としての機能と、ロータが外力によって回転
させられる車両の減速時にステータコイルの両端に起電力を生じさせる発電機としての機
能と、を有する。
【００４３】
　インバータ５４は、例えばＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）などの複
数の半導体スイッチから構成される。インバータ５４の半導体スイッチは、コントローラ
６によって開閉制御され、これにより直流電力が交流電力に、又は、交流電力が直流電力
に変換される。インバータ５４は、駆動モータ５３を電動機として機能させるときは、燃
料電池スタック１の発電電力とバッテリ５５の出力電力との合成直流電力を三相交流電力
に変換して駆動モータ５３に供給する。一方で、駆動モータ５３を発電機として機能させ
るときは、駆動モータ５３の回生電力（三相交流電力）を直流電力に変換してバッテリ５
５に供給する。
【００４４】
　バッテリ５５は、燃料電池スタック１の発電電力（出力電流×出力電圧）の余剰分及び
駆動モータ５３の回生電力を充電する。バッテリ５５に充電された電力は、必要に応じて
リサイクルコンプレッサ２６やカソードコンプレッサ３４などの補機類及び駆動モータ５
３に供給される。
【００４５】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ５６は、燃料電池スタック１の出力電圧を昇降圧させる双方向性
の電圧変換機である。ＤＣ／ＤＣコンバータ５６によって燃料電池スタック１の出力電圧
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を制御することで、燃料電池スタック１の出力電流、ひいては発電電力が制御される。
【００４６】
　ジャンクションボックス５７は、コントローラ６によって開閉制御されるスイッチ５７
１を内部に備える。このスイッチ５７１を接続することで、燃料電池スタック１の出力電
流、ひいては発電電力の取り出しが可能となる。
【００４７】
　コントローラ６は、中央演算装置（ＣＰＵ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び入出力インタフェース（Ｉ／Ｏインタフェース）を備え
たマイクロコンピュータで構成される。コントローラ６には、前述したエアフローセンサ
３５や入口水温センサ４６、出口水温センサ４７、電流センサ５１、電圧センサ５２の他
にも、アクセルペダルの踏み込み量（以下「アクセル操作量」）を検出するアクセルスト
ロークセンサ６１などの燃料電池システム１００を制御するために必要な各種センサから
の信号が入力される。
【００４８】
　コントローラ６は、これら各種センサの検出信号に基づいて、駆動モータ５３及び補機
類など、燃料電池システム１００を運転するために必要な電力（以下「システム要求電力
」という。）を算出する。
【００４９】
　コントローラ６は、燃料電池スタック１の発電効率が低下する低負荷領域、すなわち、
システム要求電力が所定値以下の領域において、燃料電池スタック１へのカソードガスの
供給を停止すると共に燃料電池スタック１からの電力取り出しを禁止し、バッテリ５５の
電力によって駆動モータ５３及び補機類を駆動するアイドルストップを実施する。そして
、コントローラ６は、アイドルストップ中に例えばアクセルペダルが踏み込まれ、システ
ム要求電力が所定値よりも大きくなると、燃料電池スタック１からの電力取り出しを再開
し、アイドルストップから復帰させる。
【００５０】
　ここで、アイドルストップからの復帰時において、燃料電池スタック１内の酸素不足に
起因する発電遅れ（過渡性能の悪化）を抑制するために、カソードガスの応答遅れ（カソ
ードコンプレッサ３４を駆動してから燃料電池スタック１内の酸素濃度が上昇するまでの
遅れ）を考慮し、アイドルストップ中において、燃料電池スタック１内のカソード側の酸
素濃度を所定濃度以上に維持する方法がある。これは、アイドルストップ中における燃料
電池スタック１の出力電圧と、燃料電池スタック１内のカソード側の酸素濃度と、に相関
関係があることに着目し、アイドルストップ中における燃料電池スタック１の出力電圧を
所定電圧以上に維持するものである。
【００５１】
　図２は、アイドルストップ中における燃料電池スタック１内のカソード側の酸素濃度と
、燃料電池スタック１を構成する各燃料電池の電圧（以下「セル電圧」という。）と、の
関係を示した図である。
【００５２】
　アイドルストップが実施されると、燃料電池スタック１からの電力取り出しが禁止され
るので、セル電圧は一時的に開放端電圧（Open Circuit Voltage）（０．９５［Ｖ］程度
）まで上昇する。そして、アイドルストップ中は、燃料電池スタック１へのカソードガス
の供給が停止されると共に、アノード側からカソード側へと電解質膜を介して透過してき
たアノードガスが、カソード側に残存するカソードガスと反応する。その結果、カソード
側の酸素濃度が徐々に低下し、それに伴ってセル電圧が開放端電圧から徐々に低下してい
く。
【００５３】
　ここで、図２に示すように、燃料電池スタック１内のカソード側の酸素濃度が１％であ
っても、セル電圧は０．９［Ｖ］を超えている。そのため、燃料電池スタック１内のカソ
ード側の酸素濃度を所定濃度以上に維持しようとすると、アイドルストップ中において、
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セル電圧を開放端電圧に近い高電位に維持する必要がある。
【００５４】
　しかしながら、セル電圧を開放端電圧に近い高電位に維持すると、各燃料電池の電極中
の白金が溶解し、各燃料電池が劣化することが知られている。セル電圧を、このような白
金の溶解を抑制可能な電圧（約０．８５［Ｖ］）まで下げようとすると、燃料電池スタッ
ク１内のカソード側の酸素濃度が１％未満となって、アイドルストップからの復帰時にお
ける発電遅れ抑制の効果はほとんど見込めなくなる。
【００５５】
　そして、発明者らの鋭意研究の結果、セル電圧を、このような白金の溶解を抑制可能な
電圧（約０．８５［Ｖ］）にしていたとしても、セル電圧が所定電圧（例えば０．７［Ｖ
］）以上の状態が続くと、各燃料電池の電極中に含まれる白金触媒の表面が酸化被膜に覆
われて各燃料電池のＩＶ特性（電流電圧特性）が低下し、アイドルストップからの復帰時
において、燃料電池スタック１の出力電圧が過渡的に低下することがさらにわかった。以
下、この問題点について図３を参照して説明する。
【００５６】
　図３は、アイドルストップからの復帰時に燃料電池スタック１から所定の電力を取り出
したときの出力電圧の降下度合いを、復帰直前の燃料電池スタック１の出力電圧に応じて
比較した図である。
【００５７】
　図３に示すように、アイドルストップからの復帰直前の燃料電池スタック１の出力電圧
が高いときほど、アイドルストップから復帰時において、過渡的に燃料電池スタック１の
出力電圧が低下していることが分かる。
【００５８】
　これは、各燃料電池の出力電圧が所定電圧（例えば０．７［Ｖ］）以上の状態が続くと
、各燃料電池の電極中に含まれる白金触媒の表面が酸化被膜に覆われて各セルのＩＶ特性
（電流電圧特性）が低下し、その所定電圧以下の状態が続くと、徐々に酸化被膜が除去さ
れて各燃料電池のＩＶ特性が回復するためと考えられる。
【００５９】
　このように、アイドルストップからの復帰時に燃料電池スタック１から電力を取り出し
たときの出力電圧の降下度合いが大きくなると、アイドルストップからの復帰時において
、過渡的に燃料電池スタック１の出力電圧が駆動モータ５３の最低動作電圧を下回るおそ
れがある。そうすると、駆動モータ５３を駆動することができなくなるので、運転性の悪
化やシステムフェールにつながる。
【００６０】
　そこで本実施形態では、アイドルストップ中は基本的に各燃料電池の出力電圧を高電位
に維持せずに、アイドルストップからの復帰直前のスタック出力電圧に基づいて、燃料電
池スタック１から取り出す電力を制限することとした。以下、この本実施形態によるアイ
ドルストップ制御について説明する。
【００６１】
　図４は、本実施形態によるアイドルストップ制御について説明するフローチャートであ
る。コントローラ６は、このルーチンを所定の演算周期（例えば１０[ｍｓ]）で実施する
。
【００６２】
　ステップＳ１において、コントローラ６は、前述した各種センサの検出値を読み込む。
【００６３】
　ステップＳ２において、コントローラ６は、アクセル操作量に基づいて、駆動モータ５
３を駆動するために必要な電力（以下「モータ要求電力」という。）を算出する。
【００６４】
　ステップＳ３において、コントローラ６は、駆動されている補機類の消費電力（以下「
補機消費電力」という。）を算出する。
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【００６５】
　ステップＳ４において、コントローラ６は、モータ要求電力に補機消費電力を加算して
、システム要求電力を算出する。
【００６６】
　ステップＳ５において、コントローラ６は、アイドルストップ復帰フラグ（以下「ＩＳ
復帰フラグ」という。）が１に設定されているか否かを判定する。ＩＳ復帰フラグは、ア
イドルストップからの復帰時に１に設定されるフラグであり、初期値は０に設定される。
コントローラ６は、ＩＳ復帰フラグが０に設定されていればステップＳ６の処理を行い、
１に設定されていればステップＳ１３の処理を行う。
【００６７】
　ステップＳ６において、コントローラ６は、アイドルストップ実施フラグ（以下「ＩＳ
実施フラグ」という。）が１に設定されているか否かを判定する。ＩＳ実施フラグは、ア
イドルストップの実施中に１に設定されるフラグであり、初期値は０に設定される。コン
トローラ６は、ＩＳ実施フラグが０に設定されていればステップＳ７の処理を行い、１に
設定されていればステップＳ１１の処理を行う。
【００６８】
　ステップＳ７において、コントローラ６は、システム要求電力がアイドルストップ実施
電力（以下「ＩＳ実施電力」という。）以下か否かを判定する。コントローラ６は、シス
テム要求電力がＩＳ実施電力よりも大きければアイドルストップを実施せずにステップＳ
８の処理を行う。一方で、要求出力がＩＳ実施電力以下のときは、燃料電池スタック１の
発電効率が低下するため、アイドルストップを実施すべくステップＳ９の処理を行う。
【００６９】
　ステップＳ８において、コントローラ６は、予め実験等で求めておいた燃料電池スタッ
ク１のＩＶ特性に基づいて、燃料電池スタック１の発電電力がシステム要求電力となるよ
うに、燃料電池スタック１の出力電圧をＤＣ／ＤＣコンバータで制御する。
【００７０】
　ステップＳ９において、コントローラ６は、ＩＳ実施フラグを１に設定する。
【００７１】
　ステップＳ１０において、コントローラ６は、アイドルストップ処理（以下「ＩＳ処理
」という。）を実施する。ＩＳ処理の詳細については、図５を参照して説明する。
【００７２】
　ステップＳ１１において、コントローラ６は、システム要求電力がＩＳ実施電力よりも
大きくなったか否かを判定する。コントローラ６は、システム要求電力がＩＳ実施電力以
下であれば、アイドルストップを継続すべくステップＳ１０の処理を行う。一方で、シス
テム要求電力がＩＳ実施電力よりも大きければ、アイドルストップから復帰すべくステッ
プＳ１２の処理を行う。
【００７３】
　ステップＳ１２において、コントローラ６は、ＩＳ実施フラグを０に設定する。
【００７４】
　ステップＳ１３において、コントローラ６は、アイドルストップ復帰処理（以下「ＩＳ
復帰処理」という。）を実施する。ＩＳ復帰処理の詳細については、図６を参照して説明
する。
【００７５】
　図５は、ＩＳ処理について説明するフローチャートである。
【００７６】
　ステップＳ１０１において、コントローラ６は、ジャンクションボックス５７のスイッ
チ５７１を開き、燃料電池スタック１からの電力取り出しを禁止する。
【００７７】
　ステップＳ１０２において、コントローラ６は、アイドルストップ中にアノード側から
カソード側へと透過していくアノードガス量と同量のアノードガスがアノード側に供給さ
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れるように、アノード調圧弁２３の開度及びリサイクルコンプレッサ２６の回転速度を、
予め実験等で定められた所定の開度及び回転速度に制御する。
【００７８】
　ステップＳ１０３において、コントローラ６は、カソードコンプレッサ３４を停止する
。
【００７９】
　ステップＳ１０４において、コントローラ６は、バッテリ５５の電力で駆動モータ５３
及び補機類を駆動する。
【００８０】
　図６は、ＩＳ復帰処理について説明するフローチャートである。
【００８１】
　ステップＳ１３１において、コントローラ６は、ＩＳ復帰フラグが１に設定されている
か否かを判定する。コントローラ６は、ＩＳ復帰フラグが０に設定されていればステップ
Ｓ１３２の処理を行い、１に設定されていればステップＳ１３８の処理を行う。
【００８２】
　ステップＳ１３２において、コントローラ６は、図７のテーブルを参照し、アイドルス
トップからの復帰直前に検出した燃料電池スタック１の出力電圧に基づいて、アイドルス
トップからの復帰時に燃料電池スタック１から取り出すことができる電流の上限値（以下
「最大取出可能電流」という。）を算出する。
【００８３】
　ステップＳ１３３において、コントローラ６は、最大取出可能電流に基づいて、アイド
ルストップからの復帰時に燃料電池スタック１から取り出すことができる電力の上限値（
以下「制限電力」という。）を算出する。
【００８４】
　ステップＳ１３４において、コントローラ６は、システム要求電力が制限電力よりも大
きいか否かを判定する。コントローラ６は、システム要求電力が制限電力以下であればス
テップＳ１３５の処理を行う。一方で、システム要求電力が制限電力よりも大きければス
テップＳ１３６の処理を行う。
【００８５】
　ステップＳ１３５において、コントローラ６は、予め実験等で求めておいた燃料電池ス
タック１のＩＶ特性に基づいて、燃料電池スタック１の発電電力がシステム要求電力とな
るように、燃料電池スタック１の出力電圧をＤＣ／ＤＣコンバータで制御する。
【００８６】
　ステップＳ１３６において、コントローラ６は、予め実験等で求めておいた燃料電池ス
タック１のＩＶ特性に基づいて、燃料電池スタック１の発電電力が制限電力となるように
、燃料電池スタック１の出力電圧をＤＣ／ＤＣコンバータで制御する。これにより、燃料
電池スタック１の出力電流が最大取出可能電流に制限されることになる。
【００８７】
　ステップＳ１３７において、コントローラ６は、ＩＳ復帰フラグを１に設定する。
【００８８】
　ステップＳ１３８において、コントローラ６は、ＩＳ復帰フラグが１に設定されてから
の経過時間、すなわちアイドルストップから復帰してからの経過時間（以下「ＩＳ復帰後
経過時間」という。）を算出する。
【００８９】
　ステップＳ１３９において、コントローラ６は、ＩＳ復帰後経過時間が所定値以上にな
ったか否かを判定する。この所定値は、アイドルストップからの復帰時において、過渡的
に出力電圧が低下した後、その出力電圧が定常状態に戻るまでの時間であり、予め実験等
によって定められた値である。コントローラ６は、ＩＳ復帰後経過時間が所定値未満であ
れば、今回の処理を終了する。一方で、ＩＳ復帰後経過時間が所定値以上であれば、ステ
ップＳ１４０の処理を行う。
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【００９０】
　ステップＳ１４０において、コントローラ６は、燃料電池スタック１の発電電力の制限
を解除する。
【００９１】
　ステップＳ１４１において、コントローラ６は、ＩＳ復帰後経過時間を０にリセットす
る。
【００９２】
　ステップＳ１４２において、コントローラ６は、ＩＳ復帰フラグを０に設定する。
【００９３】
　以上説明した本実施形態によれば、アイドルストップからの復帰前の燃料電池スタック
１の出力電圧に基づいて、アイドルストップ復帰後に燃料電池スタック１から取り出す電
流を制限することとした。具体的には、燃料電池スタック１から取り出す電力の上限を設
定することとで、燃料電池スタック１から取り出す電流を制限することとした。
【００９４】
　これにより、アイドルストップからの復帰時における出力電圧の低下を抑制することが
できる。
【００９５】
　また、アイドルストップからの復帰時において、過渡的に燃料電池スタック１の出力電
圧が駆動モータ５３の最低動作電圧を下回るのを防止できるので、運転性の悪化やシステ
ムフェールが起きるのを防止できる。また、アイドルストップ中にセル電圧を高電位に維
持することなく白金触媒の酸化被膜が除去される低電位まで低下させるので、アイドルス
トップ中に白金触媒が溶解するのを抑制できると共に、アイドルストップからの復帰後に
おいても白金触媒が酸化被膜に覆われていることによる一時的なＩＶ性能の低下を抑制で
きる。その結果、アイドルストップから復帰した後の出力性能の低下を抑制することがで
きる。
【００９６】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態は、アイドルストップから
の復帰前に検出した燃料電池スタック１の出力電圧に基づいて、アイドルストップからの
復帰後の過渡時における電流取り出しプロファイルを決定する点で第１実施形態と相違す
る。以下、その相違点を中心に説明する。なお、以下の各実施形態では上述した第１実施
形態と同様の機能を果たす部分には、同一の符号を用いて重複する説明を適宜省略する。
【００９７】
　図８は、本実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフローチャートである。
【００９８】
　ステップＳ２３１において、コントローラ６は、アイドルストップからの復帰直前に検
出した燃料電池スタック１の出力電圧に基づいて、図９に示すようにアイドルストップか
らの復帰後の過渡時における電流取り出しプロファイルを決定する。
【００９９】
　電流取り出しプロファイルは、アイドルストップからの復帰直前に検出した燃料電池ス
タック１の出力電圧が高いときほど、アイドルストップからの復帰後の過渡時における出
力電流が低くなるように設定される。また、電流取り出しプロファイルは、アイドルスト
ップからの復帰後の過渡時における電解質膜の含水率（湿潤度）の変化やカソードガスの
応答遅れを考慮して設定される。
【０１００】
　ステップＳ２３２において、コントローラ６は、決定した電流取り出しプロファイルを
参照し、ＩＳ復帰後経過時間に基づいて、電力電池スタックの取り出し電流を決定する。
【０１０１】
　ステップＳ２３３において、コントローラ６は、ステップＳ２３２で決定した取り出し
電流に基づいて燃料電池スタック１の目標発電電力を算出し、燃料電池スタック１の発電
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電力がその目標発電電力となるように、燃料電池スタック１の出力電圧をＤＣ／ＤＣコン
バータで制御する。
【０１０２】
　以上説明した本実施形態によれば、アイドルストップからの復帰前に検出した燃料電池
スタック１の出力電圧に基づいて、アイドルストップからの復帰後の過渡時における電流
取り出しプロファイルを決定することとした。
【０１０３】
　この電流取り出しプロファイルは、アイドルストップからの復帰前に検出した燃料電池
スタック１の出力電圧が高いときほど、アイドルストップからの復帰後の過渡時における
出力電流が低くなるように設定される。また、電流取り出しプロファイルは、アイドルス
トップからの復帰後の過渡時における電解質膜の湿潤状態（含水率）の変化やカソードガ
スの応答遅れを考慮して設定される。
【０１０４】
　したがって、アイドルストップからの復帰後の過渡時において、燃料電池スタック１の
出力電圧が駆動モータ５３の最低動作電圧を下回るのを防止できるとともに、過渡時の燃
料電池スタック１の状態に応じた最適な電流取り出し量を決定することができる。
【０１０５】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態は、アイドルストップの継
続時間（以下「ＩＳ時間」という。）に基づいて、アイドルストップ中の燃料電池スタッ
ク１の出力電圧を推定する点で第１実施形態と相違する。以下、その相違点を中心に説明
する。
【０１０６】
　アイドルストップ中は、アノード側からカソード側へと電解質膜を介してアノードガス
が透過することによって、時間の経過と共に燃料電池スタック１の出力電圧が低下する。
【０１０７】
　そこで本実施形態では、予め実験等によってアイドルストップ時間と燃料電池スタック
１の出力電圧との関係を求めておくことで、アイドルストップ時間に基づいて、アイドル
ストップからの復帰直前の燃料電池スタック１の出力電圧を推定することとした。
【０１０８】
　図１０は、本実施形態によるＩＳ処理について説明するフローチャートである。
【０１０９】
　ステップＳ３０１において、コントローラ６は、ＩＳ実施フラグが１に設定されてから
の経過時間、すなわちＩＳ時間を算出する。
【０１１０】
　図１１は、本実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフローチャートである。
【０１１１】
　ステップＳ３３１において、コントローラ６は、図１２のテーブルを参照し、ＩＳ時間
に基づいて、アイドルストップからの復帰時における燃料電池スタック１の出力電圧を推
定する。なお、図１２のテーブルは、燃料電池の電解質膜の温度及び含水率をある一定の
基準値に保持した状態でのアイドルストップ中における出力電圧の変化を示したものであ
る。
【０１１２】
　ステップＳ３３２において、コントローラ６は、前述した図７のテーブルを参照し、推
定出力電圧に基づいて、最大取出可能電流を算出する。
【０１１３】
　ステップＳ３３３において、コントローラ６は、ＩＳ時間をゼロにリセットする。
【０１１４】
　以上説明した本実施形態によれば、アイドルストップからの復帰前の燃料電池スタック
１の出力電圧を、アイドルストップ中にカソードガスの供給を停止してからの経過時間（
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ＩＳ時間）に基づいて推定することした。これにより、電圧センサ５２を用いなくても、
第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１１５】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。本実施形態は、ＩＳ時間に基づいて算
出した推定出力電圧を、燃料電池スタック１の冷却水温に応じて補正する点で第３実施形
態と相違する。以下、その相違点を中心に説明する。
【０１１６】
　アノード側からカソード側へと透過するアノードガス量は、各燃料電池の電解質膜の温
度が高くなるほど多くなる。そのため、図１３に示すように、各燃料電池の電解質膜の温
度が高くなるほど、アイドルストップ中の出力電圧の降下速度が速くなる。
【０１１７】
　そこで本実施形態では、電解質膜の温度を代表する燃料電池スタック１の冷却水温、具
体的には入口水温と出口水温の平均温度（以下「入出口平均水温」という。）に基づいて
、推定出力電圧を補正することとした。
【０１１８】
　図１４は、本実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフローチャートである。
【０１１９】
　ステップＳ４３１において、コントローラ６は、燃料電池スタック１の入出口平均水温
に基づいて、推定出力電圧を補正する。具体的には、燃料電池スタック１の入出口平均水
温が、図１２のテーブルを作成するにあたって基準とした電解質膜の温度よりも高ければ
、推定出力電圧が低くなる方向に補正し、基準温度よりも低ければ推定出力電圧が高くな
る方向に補正する。
【０１２０】
　ステップＳ４３２において、コントローラ６は、前述した図７のテーブルを参照し、補
正した推定出力電圧に基づいて、最大取出可能電流を算出する。
【０１２１】
　以上説明した本実施形態によれば、ＩＳ時間に基づいて推定出力電圧を、燃料電池スタ
ック１の温度（入出口平均水温）に応じて補正することとした。これにより、第３実施形
態と同様の効果が得られるほか、燃料電池スタック１の状態に応じて精度良くアイドルス
トップ中の出力電圧を推定することができる。
【０１２２】
　（第５実施形態）
次に、本発明の第５実施形態について説明する。本実施形態は、ＩＳ時間に基づいて算出
した推定出力電圧を、電解質膜の含水率（湿潤度）に応じて補正する点で第３実施形態と
相違する。以下、その相違点を中心に説明する。
【０１２３】
　アノード側からカソード側へと透過するアノードガス量は、各燃料電池の電解質膜の含
水率が高くなるほど多くなる。そのため、図１５に示すように、各燃料電池の電解質膜の
含水率が高くなるほど、アイドルストップ中の出力電圧の降下速度が速くなる。
【０１２４】
　そこで本実施形態では、電解質膜の含水率を代表する燃料電池スタック１の内部インピ
ーダンスに基づいて、推定出力電圧を補正することとした。なお、燃料電池スタック１の
内部インピーダンスは、電解質膜の含水率が高くなるほど低くなる。
【０１２５】
　図１６は、本実施形態によるＩＳ復帰処理について説明するフローチャートである。
【０１２６】
　ステップＳ５３１において、コントローラ６は、燃料電池スタック１の内部インピーダ
ンスに基づいて、推定出力電圧を補正する。具体的には、燃料電池スタック１の内部イン
ピーダンスが、図１２のテーブルを作成するにあたって基準とした電解質膜の含水率に相
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当する内部インピーダンスよりも低ければ、推定出力電圧が低くなる方向に補正し、基準
内部インピーダンスよりも低ければ推定出力電圧が高くなる方向に補正する。
【０１２７】
　なお、燃料電池スタック１の内部インピーダンスの検出方法としては、交流インピーダ
ンス法などの公知のいかなる手段を採用してもよい。
【０１２８】
　ステップＳ５３２において、コントローラ６は、前述した図７のテーブルを参照し、補
正した推定出力電圧に基づいて、最大取出可能電流を算出する。
【０１２９】
　以上説明した本実施形態によれば、ＩＳ時間に基づいて算出した推定出力電圧を、燃料
電池スタック１の湿潤度（燃料電池の電解質膜の湿潤度）に応じて補正することとした。
これにより、第３実施形態と同様の効果が得られるほか、燃料電池スタック１の状態に応
じて精度良くアイドルストップ中の出力電圧を推定することができる。
【０１３０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一部を
示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではな
い。
【０１３１】
　例えば上記の第１実施形態では燃料電池スタック１の出力電圧に基づいて最大取出可能
電流を算出していが、以下のようにして算出しても良い。
【０１３２】
　アイドルストップ中は、アノード側からカソード側へと電解質膜を介してアノードガス
が透過することによって、時間の経過と共に燃料電池スタック１の出力電圧が低下する。
【０１３３】
　ここで、アノード側からカソード側へと透過するアノードガス量は、各燃料電池の電解
質膜の厚さや温度、含水率に応じて変化するが、各燃料電池の電解質膜の厚さには、ある
程度の製造バラつきがある。また、各燃料電池の電解質膜の温度や含水率も、場所に応じ
てある程度のバラつきが生じる。
【０１３４】
　そこで、燃料電池スタック１の各燃料電池の電圧、又は、所定枚数の燃料電池群の電圧
を検出し、その中で最も高いセル電圧、又は、セル群電圧に基づいて最大取出可能電流を
算出しても良い。これにより、アイドルストップからの復帰時において、過渡的に燃料電
池スタック１の出力電圧が駆動モータ５３の最低動作電圧を下回るのをより確実に防止で
きる。
【０１３５】
　また、上記の各実施形態において、アイドルストップ中に一時的にカソードコンプレッ
サ３４を駆動しても良い。これは、カソードコンプレッサ３４から燃料電池スタック１ま
ではカソードガス供給通路やＷＲＤなどのボリュームが存在するため、そのボリュームを
カソードガスで置換するために行うものである。
【０１３６】
　このように一時的にカソードコンプレッサ３４を駆動すると、燃料電池スタック１の出
力電圧は開放端電圧まで上昇するので、アイドルストップ時間に応じて出力電圧を推定す
る場合は、カソードコンプレッサ３４を駆動した時点でアイドルストップ時間を０にリセ
ットすれば良い。
【０１３７】
　また、上記の各実施形態では、アイドルストップ中に一定量のアノードガスを供給して
いたが、カソードガスと共にアノードガスの供給も停止しても良い。
【０１３８】
　また、上記の各実施形態では、アノードオフガスをアノードガス供給通路２２に戻す循
環式の構成としていたが、このようなシステムに限らず、アノードオフガスをアノードガ
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ス供給通路２２に戻さないいわゆるデッドエンドシステムとしても良い。
【０１３９】
　本願は、２０１２年７月２５日に日本国特許庁に出願された特願２０１２－１６４６２
６号に基づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれ
る。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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